
自衛隊車両の特殊車両通行
通知書・ 照会書について

R6．３．１

札幌開発建設部特定公物管理対策官



自衛隊車両の特殊車両通行通知書・照会書について

自衛隊の特殊車両通行通知書・照会書については、「車両制限
令の一部を改正する政令及び車両の通行の許可の手続き等を定め
る省令の一部を改正する省令の施行について（通達）（昭和48年
11月8日建設省道交発第35号局長あて建設省道路局長通達）別添
覚書」に基づくものとなっています。

特殊車両通行通知書

自衛隊車両の通行について、道路情報便覧及び「特殊車両通行
許可限度算定要領」に基づいた算定の結果、条件Ａから条件Ｄま
での範囲内において通行可能であると判断されるとき、自衛隊は
当該道路の道路管理者に対し、特殊車両通行通知書により通知を
行うこととなっています。



特殊車両通行照会書

自衛隊車両の通行について、道路情報便覧及び「特殊車両通行
許可限度算定要領」に基づいた算定の結果、条件Ａから条件Ｄま
での範囲内において通行不可（個別審査）であると判断されると
き、自衛隊は当該道路の道路管理者に対し、特殊車両通行通知書
による通知を行うとともに、特殊車両通行照会書により当該道路
の構造の保全のための必要な措置について照会を行うこととなっ
ています。この場合、道路管理者からの回答を得て通行する車両
と型式・構造・諸元・積載貨物及び通行経路が同一である車両の
通行であれば、１年間は照会を省略し通知することをもって足り
るとされています。

なお、履帯の特殊車両については、道路損傷の可能性もあるた
め、算定結果に関わらず照会書を提出し、道路管理者の適切な条
件が付された回答書に従って通行するようにしてください。



特殊車両通行許可オンライン申請ＰＲサイト

自衛隊車両の諸元・経路を入力し算定するためにＰＲサイトを
参照し、電子申請書作成システムで申請データを作成、簡易算定
システムで算定を行い、通知書のみか照会書も必要かどうかを判
断してください。ただし、作成した申請データは提出の必要はあ
りません。

特殊車両通行許可オンライン申請ＰＲサイト

https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

※申請データ作成の詳細については、上記ＰＲサイトの電子申請書作成システム操作マニュ
アルをご参照ください。



自衛隊車両の特殊車両通行通知書及び照会書の送付先

北海道開発局管理の国道と自動車専用道を通行する自衛隊車両
の特殊車両通行通知書及び照会書については、全て、以下のとお
り札幌開発建設部に問合せ又は送付願います。

〒060－8506 札幌市中央区北2条西19丁目

札幌開発建設部 特定公物管理対策官

直通電話 ０１１－６１１－０３１３

ＦＡＸ ０１１－６１１－４２０９

E-mail  hkd-sp-tokusya@ki.mlit.go.jp

※照会書及び通知書をメールで送る際は、確認のため、電話での連絡もお願いします。

※メール以外（郵送等）での送付も可能です。



③「電子申請書作成シ
ステム」で作成した
データを「簡易算定シ
ステム」で算定します。

①「各種ダウンロード」
からダウンロードページ
へ。（次ページ）



②「電子申請書作
成システム」をダ
ウンロードしデー
タを作成します。

データ作成と算定についての詳細は、「電子申請書作成システム操作マニュアル」をご参照ください。


